
- 44 - 

議案第１３４号 

上越市菖蒲高原緑地休養広場条例の一部改正について 

上越市菖蒲高原緑地休養広場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和７年１２月４日提出 

                          上越市長  小 菅 淳 一 

 

上越市菖蒲高原緑地休養広場条例の一部を改正する条例 

上越市菖蒲高原緑地休養広場条例（平成１６年上越市条例第１１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第９条第１号イ及び第２号ただし書中「午前９時から翌日午前９時まで」を「午後２時か

ら翌日午前１０時まで」に改める。 

別表⑴の表中「⑴ 施設の利用料金」を削り、同表コテージの部上限額の欄を次のように

改める。 

上限額 

利用人数に２，２００円を乗じて得た額

に１８，３００円を加算した額 

利用人数に２，２００円を乗じて得た額

に１２，２００円を加算した額 

１８，３００円 

１２，２００円 

利用人数に２，２００円を乗じて得た額

に１３，７００円を加算した額 

利用人数に２，２００円を乗じて得た額

に９，１００円を加算した額 

１３，７００円 

９，１００円 

別表⑵の表を削る。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の上越市菖蒲高原緑地休養広場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に

ついて適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。 


